


 

さいたま市教育委員会規則第３号 

   さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則（平成２９年さいたま市教育委員

会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条第３項第１号関係）

給料表 職務の級 調整基本額

１級 ９，０００円

２級 １１，１００円

特２級 １１，５００円

３級 １２，２００円

４級 １３，３００円

１級 ８，４００円

２級 １１，０００円

特２級 １１，３００円

教育職給料表⑴

教育職給料表⑵



別表第２（第３条第３項第２号関係）

給料表 職務の級 調整基本額

１級 ７，０００円

２級 ８，２００円

特２級 ９，１００円

３級 １０，２００円

４級 １２，６００円

１級 ６，８００円

２級 ８，１００円

特２級 ８，９００円

教育職給料表⑴

教育職給料表⑵



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則（以下

「改正後の規則」という。）別表第１及び第２の規定は、令和８年１月１日から適

用する。 

 （給料の調整額の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいた

ま市教育職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整

額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。 

 

 


